
訪問型独自サービス（定率）サービスコード表 （給付制限で３割負担になる場合） 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者が給付制限のかかった方のサービス費を請求する場合に使用します。 令和元年10月時点

種類 項目

A3 1011 訪問型独自サービスⅠ（制限・３割） 70% 1172

A3 1013 訪問型独自サービスⅠ・同一（制限・３割） 70% 1055

A3 1015 訪問型独自サービスⅠ日割（制限・３割） 70% 39

A3 1017 訪問型独自サービスⅠ日割・同一（制限・３割） 70% 35

A3 1021 訪問型独自サービスⅡ（制限・３割） 70% 2342

A3 1023 訪問型独自サービスⅡ・同一（制限・３割） 70% 2108

A3 1025 訪問型独自サービスⅡ日割（制限・３割） 70% 77

A3 1027 訪問型独自サービスⅡ日割・同一（制限・３割） 70% 69

A3 1031 訪問型独自サービスⅢ（制限・３割） 70% 3715

A3 1033 訪問型独自サービスⅢ・同一（制限・３割） 70% 3344

A3 1035 訪問型独自サービスⅢ日割（制限・３割） 70% 122

A3 1037 訪問型独自サービスⅢ日割・同一（制限・３割） 70% 110

A3 1071 訪問型独自サービス初回加算（制限・３割） 70% 200

A3 1073 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ（制限・３割） 70% 100

A3 1072 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ（制限・３割） 70% 200

A3 1201 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ１（制限・３割） （１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　137/1000加算 70% 161

A3 1202 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ１（制限・３割） （２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　100/1000加算 70% 117

A3 1203 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ１（制限・３割） （３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の　55/1000加算 70% 64

A3 1204 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ１（制限・３割） （４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （３）で算定した単位数の90%加算 70% 58

A3 1205 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１（制限・３割） （５）介護職員処遇改善加算（Ⅴ） （３）で算定した単位数の80%加算 70% 51

A3 1206 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ２（制限・３割） （１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　137/1000加算 70% 321

A3 1207 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ２（制限・３割） （２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　100/1000加算 70% 234

A3 1208 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ２（制限・３割） （３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の　55/1000加算 70% 129

A3 1209 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ２（制限・３割） （４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （３）で算定した単位数の90%加算 70% 116

A3 1210 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ２（制限・３割） （５）介護職員処遇改善加算（Ⅴ） （３）で算定した単位数の80%加算 70% 103

A3 1211 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ３（制限・３割） （１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　137/1000加算 70% 509

A3 1212 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ３（制限・３割） （２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　100/1000加算 70% 372

A3 1213 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ３（制限・３割） （３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の　55/1000加算 70% 204

A3 1214 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ３（制限・３割） （４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （３）で算定した単位数の90%加算 70% 184

A3 1215 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ３（制限・３割） （５）介護職員処遇改善加算（Ⅴ） （３）で算定した単位数の80%加算 70% 163

A3 1231 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ１・同一（制限・３割） （１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　137/1000加算 70% 145

A3 1232 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ１・同一（制限・３割） （２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　100/1000加算 70% 106

A3 1233 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ１・同一（制限・３割） （３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の　55/1000加算 70% 58

A3 1234 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ１・同一（制限・３割） （４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （３）で算定した単位数の90%加算 70% 52

A3 1235 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１・同一（制限・３割） （５）介護職員処遇改善加算（Ⅴ） （３）で算定した単位数の80%加算 70% 46

A3 1241 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ２・同一（制限・３割） （１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　137/1000加算 70% 289

A3 1242 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ２・同一（制限・３割） （２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　100/1000加算 70% 211

A3 1243 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ２・同一（制限・３割） （３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の　55/1000加算 70% 116

A3 1244 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ２・同一（制限・３割） （４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （３）で算定した単位数の90%加算 70% 104

A3 1245 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ２・同一（制限・３割） （５）介護職員処遇改善加算（Ⅴ） （３）で算定した単位数の80%加算 70% 93

A3 1251 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ３・同一（制限・３割） （１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　137/1000加算 70% 458

A3 1252 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ３・同一（制限・３割） （２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　100/1000加算 70% 334

A3 1253 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ３・同一（制限・３割） （３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の　55/1000加算 70% 184

A3 1254 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ３・同一（制限・３割） （４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （３）で算定した単位数の90%加算 70% 166

A3 1255 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ３・同一（制限・３割） （５）介護職員処遇改善加算（Ⅴ） （３）で算定した単位数の80%加算 70% 147

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

③週２回を超える程度
事業所と同一建物の利用
者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

①週１回程度
事業所と同一建物の利用
者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

②週２回程度
事業所と同一建物の利用
者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

200単位加算

200単位加算

週１回程度

週２回程度

週２回を超える程度

100単位加算

ハ　訪問型独自サービ
ス費（独自/定率/３割）
（Ⅲ）

要支援２
（週２回を超える程度）

チ　初回加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

１月につき

要支援２
（週２回を超える程度）

１日につき

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

１日につき

ロ　訪問型独自サービ
ス費（独自/定率/３割）
（Ⅱ）

要支援１・要支援２
（週２回程度）

１月につき

要支援１・要支援２
（週２回程度）

１日につき

イ　訪問型独自サービ
ス費（独自/定率/３割）
（Ⅰ）

事業対象者
要支援１・要支援２
（週１回程度）

１月につき

事業対象者
要支援１・要支援２
（週１回程度） 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

サービスコード
サービスの内容略称 算定項目 単位数 算定単位給付率

１月につき

１月につき

リ　生活機能向上連携加算

ヌ　介護職員処遇改善加算



種類 項目
サービスコード

サービスの内容略称 算定項目 単位数 算定単位給付率

A3 1261 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ１（制限・３割） （１）介護職員等特定改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　63/1000加算 70% 74

A3 1262 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ１（制限・３割） （２）介護職員等特定改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　42/1000加算 70% 49

A3 1263 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ２（制限・３割） （１）介護職員等特定改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　63/1000加算 70% 148

A3 1264 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ２（制限・３割） （２）介護職員等特定改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　42/1000加算 70% 98

A3 1265 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ３（制限・３割） （１）介護職員等特定改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　63/1000加算 70% 234

A3 1266 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ３（制限・３割） （２）介護職員等特定改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　42/1000加算 70% 156

A3 1281 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ１・同一（制限・３割） （１）介護職員等特定改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　63/1000加算 70% 66

A3 1282 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ１・同一（制限・３割） （２）介護職員等特定改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　42/1000加算 70% 44

A3 1283 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ２・同一（制限・３割） （１）介護職員等特定改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　63/1000加算 70% 133

A3 1284 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ２・同一（制限・３割） （２）介護職員等特定改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　42/1000加算 70% 89

A3 1285 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ３・同一（制限・３割） （１）介護職員等特定改善加算（Ⅰ） 所定単位数の　63/1000加算 70% 211

A3 1286 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ３・同一（制限・３割） （２）介護職員等特定改善加算（Ⅱ） 所定単位数の　42/1000加算 70% 140

ル　介護職員等特定処遇改善加算 １月につき

週1回程度
事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを
行う場合

週2回程度
事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを
行う場合

週2回を超える場合
事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを
行う場合

週1回程度

週２回程度

週2回を超える場合


